
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

一

基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
改
正

経
済
対
策
の
事
業
や
経
済
対
策
に
合
わ
せ
た
独
自
の
地
域
活
性
化
策
等
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
と
な
る
財
源
を
措
置
す

（一）
る
た
め
、
令
和
四
年
度
に
限
り
、
「
臨
時
経
済
対
策
費
」
を
設
け
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
二
条
関
係
）

令
和
四
年
度
に
限
り
、
地
方
公
共
団
体
が
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
臨
時
財
政
対
策
債
に
つ
い
て
、
令
和

（二）
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
お
い
て
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の

範
囲
内
の
額
と
す
る
こ
と
。
（
地
方
交
付
税
法
附
則
第
六
条
の
二
関
係
）

二

令
和
四
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例

令
和
四
年
度
の
第
二
次
補
正
予
算
に
よ
り
増
額
さ
れ
た
同
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
額
に
つ
い
て
、
当
該
額
の
一
部
を
、

同
年
度
内
に
交
付
し
な
い
で
、
令
和
五
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
三
条
関
係
）


